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『サッカク探偵団１～３巻』
藤江　じゅん 作

ヨシタケシンスケ　絵
　小学４年生のカケルとクラス
の仲間たちは、サッカクでト
リックを推理する「サッカク探
偵団」を結成！数々の謎を解き
明かしながら、仲間と力を合わ
せて犯人を追う！親子で楽しめ
る児童書。

『おふろにはいろ』
三浦　太郎　作・絵

　
　野菜さんやくだものさんたち
が「おふろにはいろ」の繰り返
しリズムで服を脱いで、嬉しそ
うにお風呂に入る姿がなんだか
新鮮！幸せそうな顔にポカポカ
した気持ちになってくる愛らし
い絵本。

『あと十五秒で死ぬ』
榊林　銘  著

　余命15秒をどう使えば自分
を撃った犯人に反撃できるの
か？ 15秒後に死ぬというト
リッキーな設定で起きる4つの
事件。不可思議な謎の真相を、
あなたは見破れるのか？読み応
えのある一冊。

葛巻町学び輝く「ひと」づくり
支援給付金支給事業

　町は、文化活動の振興による地域活性化を図
ることを目的に、文化団体などの活動経費の一
部を助成します。
◆対象者
①５名以上で１年以上継続して文化活動を行う
　町内の文化団体など
②５名以上で町内に宿泊しながら文化活動を行
　う町外の文化サークルなど
◆助成の内容

文化活動を応援します
　図書室の本は、町民の皆さんの貴重な共有
財産です。大切に取り扱いくださるようご協
力をお願いします。　　　
◇返却を忘れていませんか？　
　図書室から借りた本の返却を忘れていませ
んか。貸し出し手続きを忘れて持ち帰ったり、
ご自身の本と誤っていることもあります。お
心当たりのある方は、図書室へ返却をお願い
します。
◇破損、紛失はお知らせください
　借りた本を破いてしまったり汚してしまっ
たときはご自身で手を加えず、公民館へお持
ちください。失くした場合もご相談ください。                    
問公民館☎66-2111内線163、164

公民館図書室からのお願い

　公民館は、子どもの読書週間（４月23日～ 5
月12日）に合わせ、映画、ドラマ、アニメなど
に映像化された本を展示します。話題になった
映像作品の原作本を、お手に取ってご覧くださ
い。大人から子どもまで楽しめる展示です。
　また、古本市も併せて開催します。

■日時　４月26日（月）～５月31日（月）
　　　　午前８時30分～午後７時　
　　　　※４月24日（土）は休館
■場所　総合センター１階ロビー
■内容　映像化された本の展示
　　　　古本・古雑誌の販売、廃棄本の無料配布

　町内の小中学校および高等学校に通学する児
童生徒、並びに県立特別支援学校小学部および
中学部に通学する児童生徒の保護者で、次の事
項に該当する方です。

(1) 町内に住所を有する方
(2) 就学援助費の支給を受けていない方（高校

生を除く）
(3) 特別支援教育就学奨励費の支給を受けてい

ない方
(4) 町税および使用料等を滞納していない方

給付金の対象者

費目 内容 区分 給付額（年額）

新入学用品費

入学する際に必要と
する学用品費等およ
び通学用品等の購入
費の一部を支給する
もの

小学生 40,000円

中学生 50,000円

高校生 40,000円

学校給食費、学
用品費等および
クラブ活動費

小中学生の学校給食
費、学用品費等およ
び中学生のクラブ活
動費の一部を支給す
るもの

小学生 45,000円

中学生 75,000円

修学旅行費

修学旅行に必要な交
通費、宿泊費、見学
料等の経費の一部を、
修学旅行に参加する
年度に支給するもの

小学生 25,000円

中学生 50,000円

給付金の額
　給付金の額は、児童生徒１人につき下表に定め
る費目、内容および区分に該当する給付額を合
算した金額となります。学校給食費、学用品費
等およびクラブ活動費の給付金については、保
護者が町内に転入した日が４月２日以降の場合
は月割で支給します。また、支給後に転出した
場合は月割で返還いただきます。

　児童生徒が在籍する学校長に「給付金支給申
請書」を提出します。申請書の提出期限などは、
各学校からお知らせする予定です。また、支給
決定についても各学校を通じて通知します。
　県立特別支援学校に通
学する児童生徒の保護者
の方は、こども教育課で
受け付けますのでお問い
合わせください。

給付金の申請方法

No 内容 補助金額

1 文化団体が主催する講演
会、展示会など 謝礼、使用料、消耗

品費など補助対象経
費の4/5に相当する
額（上限５万円）2

文化団体が町外から団体
などを招いて行う発表会
など

3 文化団体が町外で行う文
化活動

宿泊料、車両借上料
など補助対象経費の
4/5に相当する額（上
限10万円）

4
文化サークルなどの団体
が葛巻町内に宿泊して行
う文化活動

宿泊日数に応じて宿
泊料を補助（上限１
人13,500円）

問まなび交流課☎66-2111内線161

テレビや映画で観たことある！本展

破損した本は修理し大切に管理しています

問こども教育課☎66-2111内線276

　町は、地域で活躍する郷土愛あふれた「ひと」づくりを推進するとともに、児童生徒を
養育する保護者の経済的負担軽減を図り、子育てしやすい環境整備を促進するため、子ど
もたちの「学び」に必要な経費の一部を支援します。


